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【要旨】真宗大谷派鹿児島別院蔵　明治十一年三月整頓　琉球上申書類綴込

8

講
師
︶
を
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
と
す
る
科
学
研
究
費
助
成
︵﹁
科
学
研
究
費
助
成
事

業
︵
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶︶
研
究
課
題
名
：
新
出
資
料
の
調
査
と
分
析
に
基
づ
く
沖
縄

仏
教
史
・
真
宗
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究
　
課
題
番
号
：JP18K

00088

　
研

究
代
表
者
：
福
島
栄
寿
︶
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
今
回
︑
そ
の
科
学
研
究

費
助
成
に
よ
り
︑
鹿
児
島
別
院
の
協
力
を
得
て
︑
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
二
日

～
二
三
日
に
︑
長
谷
と
福
島
が
本
調
査
を
実
施
し
た
︒
調
査
で
得
た
写
真
デ
ー

タ
に
基
づ
き
︑
知
名
が
﹁
綴
込
﹂
全
体
の
翻
刻
作
業
を
行
い
︑
さ
ら
に
二
〇
一

九
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
︑
福
島
︑
知
名
︑
川
邉
が
研
究
会
を
開
催
し
︑

協
同
で
翻
刻
内
容
全
体
の
検
討
作
業
を
行
っ
た
︒
本
﹁
綴
込
﹂
の
公
開
に
至
る
経
緯
は
以
上
で
あ
る
︒

二
︑
書
誌
及
び
史
料
的
価
値

　
本
﹁
綴
込
﹂
で
あ
る
が
︑
明
治
初
年
の
琉
球
へ
の
真
宗
布
教
に
関
す
る
一
八
七
六
︵
明
治
九
︶
年
三
月
付
か
ら
一
八
七
七
︵
明
治
十
︶
年
十

二
月
十
三
日
付
ま
で
の
文
書
が
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
縦
二
八
・
〇
㎝
︑
横
二
〇
・
二
㎝
の
縦
長
の
表
紙
・
裏
表
紙
に
よ
っ
て
綴
込
の
文
書

全
体
が
大
和
綴
じ
さ
れ
て
︑
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
︒
総
丁
数
は
︑
表
裏
の
表
紙
を
含
め
て
七
二
丁
︑
墨
付
け
は
六
九
丁
で
あ
る
︒
そ
の

他
︑
附
箋
類
︑
文
書
間
の
一
紙
形
態
で
の
決
裁
書
や
留
書
︑
裏
表
紙
の
後
に
︵
明
治
一
〇
年
︶
十
二
月
十
二
日
付
の
葉
書
一
葉
と
明
治
十
一
年

九
月
三
十
日
付
の
文
書
︵
罫
紙
一
丁
︶
が
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
総
丁
数
か
ら
は
除
い
た
︒
目
次
に
は
整
頓
時
に
付
し
た
文
書
名

が
並
び
︑
四
点
あ
る
附
箋
は
︑
文
書
類
の
綴
込
み
の
並
び
か
ら
︑
当
初
の
整
頓
作
業
で
綴
り
込
ま
れ
た
文
書
に
追
加
さ
れ
た
文
書
類
を
示
し

て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
明
治
九
年
中
に
浄
土
真
宗
禁
制
下
の
琉
球
へ
と
︑
真
宗
大
谷
派
僧
・
田
原
法
水
︵
一
八
四
三
～
一
九
二
七
︶︑
清
原
競
秀
︵
一
八
二
〇
～
一
八
九

表紙

〈
翻
刻
〉

【
要
旨
】
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
蔵
①

琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込

福
島
栄
寿　

知
名
定
寛　

川
邉
雄
大　

長
谷
暢

一
、
は
じ
め
に
―
本
史
料
の
調
査
と
公
開
に
至
る
経
緯
―

　

本
史
料
の
名
称
「
琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
」
は
、
表
紙
に
明
記
さ
れ
て
い
る
外
題
「
琉
球
国

藩内
務
省
出
張
所
往
復
書

庁
往
復
並
応
接
記
綴
込　

布
教
掛
」（
以
下
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」）
を
採
用
し

た
。
本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
は
、
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
一
〇
月
に

琉
球
で
発
生
し
た
真
宗
法
難
事
件
（
第
三
次
）
の
問
題
解
決
の
た
め
に
東
本
願
寺

か
ら
琉
球
に
派
遣
さ
れ
た
真
宗
僧
で
あ
り
内
務
省
社
寺
局
の
教
導
職
で
も
あ
っ
た

小
栗
憲
一
（
一
八
三
四
～
一
九
一
五
）
が
、
東
本
願
寺
寺
務
所
へ
提
出
し
た
文
書

類
の
綴
り
か
ら
な
る
。「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
類
は
、

明
治
一
一
年
七
月
か
ら
九
月
の
間
に
、
主
に
小
栗
憲
一
を
差
出
人
と
し
て
真
宗
大

谷
派
（
東
本
願
寺
）
本
山
寺
務
所
の
関
係
者
宛
へ
上
申
さ
れ
布
教
掛
に
保
管
さ
れ

表紙
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て
い
た
が
、
現
在
は
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
に
、
真
宗
大
谷
派
沖
縄
別
院
職
員
長
谷
暢
の
調
査
に
よ

り
琉
球
布
教
に
関
す
る
史
料
が
鹿
児
島
別
院
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
長
谷
か
ら
の
情
報
提
供
を
得
て
、
福
島
栄
寿
は
、

二
〇
一
八
年
度
よ
り
知
名
定
寛
（
神
戸
女
子
大
学
教
授
）・
長
谷
暢
（
前
出
）・
川
邉
雄
大
（
日
本
文
化
大
学
専
任
講
師
）
を
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー

と
す
る
科
学
研
究
費
助
成
（「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
名
：
新
出
資
料
の
調
査
と
分
析
に
基
づ
く
沖
縄
仏
教
史
・

真
宗
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究　

課
題
番
号
：JP18K

00088　

研
究
代
表
者
：
福
島
栄
寿
）
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
、
そ
の
科
学

研
究
費
助
成
に
よ
り
、
鹿
児
島
別
院
の
協
力
を
得
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
～
二
三
日
に
、
長
谷
と
福
島
が
本
調
査
を
実
施
し
た
。

調
査
で
得
た
写
真
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
福
島
と
高
桑
優
和
（
大
谷
大
学
大
学
院
生
）
が
、
川
邉
著
「
真
宗
法
難
事
件
関
係
資
料
「
琉
球
国
内

務
省
出
張
所
往
復
書
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
」
に
つ
い
て
」（『
国
士
舘
大
学
経
済
研
紀

要
』
第
三
〇
号
、
平
成
三
〇
年
三
月
）
掲
載
の
同
史
料
翻
刻
文
に
照
ら
し
て
全
体
の
翻
刻

作
業
を
行
い
、
合
わ
せ
て
二
〇
二
〇
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
福
島
、
知
名
、
長
谷
、

川
邉
が
研
究
会
を
開
催
し
、
協
同
で
翻
刻
内
容
全
体
の
検
討
作
業
を
行
っ
た
。
本
「
往
復

書
並
応
接
記
綴
込
」
の
公
開
に
至
る
経
緯
は
以
上
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二
、
書
誌
及
び
史
料
的
価
値

　

本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
に
は
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
に
、
小
栗
憲

一
が
琉
球
に
派
遣
さ
れ
た
同
月
二
三
日
付
か
ら
、
田
原
法
水
ら
と
協
力
し
な
が
ら
琉
球
藩

庁
及
び
内
務
省
出
張
所
と
交
渉
・
応
接
・
調
停
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
た
「
復
命
」

の
報
告
書
を
東
本
願
寺
本
山
へ
提
出
し
た
同
年
九
月
一
四
日
付
ま
で
の
文
書
が
綴
り
込
ま

れ
て
い
る
。
縦
二
七
・
二
㎝
、
横
一
九
・
三
㎝
の
縦
長
の
表
紙
・
裏
表
紙
に
よ
っ
て
綴
込
の

「八月二日　第四号回答」
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文
書
全
体
が
大
和
綴
じ
さ
れ
て
、
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
総
丁
数
は
、
表
裏
の
表
紙
を
除
き
、
一
二
三
丁
、
墨
付
け
は
一
一
七
丁
で
あ
る
。

そ
の
他
に
附
箋
類
が
三
点
、
ま
た
文
書
間
に
一
紙
形
態
の
文
書
二
点
が
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、こ
の
真
宗
法
難
事
件
（
第
三
次
）
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、東
恩
納
寛
惇
『
尚
泰
侯
実
録
』（
一
九
二
四
年
、『
明
治
百
年
叢
書
』

〈
原
書
房
、
一
九
七
一
年
〉
及
び
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
』
二
巻
〈
第
一
書
房
、
一
九
七
八
年
〉
に
再
録
）、
玉
代
勢
法
雲
『
真
宗
法
難
史
』（
布

哇
仏
教
会
、
一
九
二
八
年
）、
琉
球
政
府
編
『
沖
縄
県
史
』
第
一
二
巻
（
琉
球
政
府
、
一
九
六
六
年
）、
那
覇
市
役
所
市
史
編
集
室
『
那
覇
市
史
』

資
料
編
第
二
巻
中
の
四
「
史
料
稿
本
（
尚
泰
関
係
史
料
）」（
那
覇
市
役
所
、一
九
七
一
年
）
が
あ
る
②
。
川
邉
（
前
掲
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
資
料
類
で
は
、
小
栗
憲
一
は
田
原
法
水
等
東
本
願
寺
側
が
、
琉
球
藩
庁
や
内
務
省
出
張
所
と
如
何
な
る
交
渉
、
調
停
を
行
っ
た
の

か
、
そ
の
実
態
に
は
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
小
栗
憲
一
が
、
本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
を
纏
め
る
際
に
参
照
し
た
と

推
測
さ
れ
る
小
栗
手
控
え
の
日
記
や
記
録
類
③
の
存
在
が
判
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
史
料
類
で
不
明
で
あ
っ
た
、
琉
球
藩
庁
側
及
び
内

務
省
出
張
所
の
関
係
者
と
小
栗
憲
一
及
び
東
本
願
寺
側
と
の
交
渉
の
実
態
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
貴
重
な
史
料
群
だ
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
所
収
の
文
書
類
は
、
原
本
史
料
と
原
本
や
手
控
え
の
類
を
上
申
用
に
書
写
し
た
史
料
類
か
ら
な

る
。
な
か
で
も
、
原
本
史
料
と
し
て
琉
球
藩
庁
が
東
本
願
寺
側
関
係
者
に
提
出
し
た
文
書
類
（「
琉
球
藩
庁
」
印
の
文
書
【
Ｂ
４
】【
Ｂ
９
③
】

【
Ｂ
14
②
】）
や
、「
在
琉
球
内
務
省
出
張
所
」
印
の
文
書
【
Ｂ
16
②
】【
Ｃ
４
②
】
が
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
点
は
、
注
目
さ
れ
る
。
琉
球
藩
が

作
成
し
た
文
書
類
の
原
本
史
料
は
、
現
在
で
は
沖
縄
県
外
に
散
在
し
て
い
る
の
が
実
情
だ
か
ら
で
あ
る
。

三
、「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
の
構
成
及
び
概
要

 　

本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
の
全
体
は
、
本
山
へ
の
三
種
の
報
告
書
の
綴
込
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
小
栗
憲
一
が
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
一
九
日
に
琉
球
へ
上
陸
し
た
後
の
、
琉
球
藩
庁
へ
の
面
会
願
に
関
す
る
文
書
類
（
Ａ

群
）。
第
二
に
、【
Ｂ
１
①
】（
明
治
一
一
年
九
月
一
一
日
付
）
を
綴
の
扉
と
す
る
史
料
類
（
Ｂ
群
）。
こ
の
Ｂ
群
は
、
明
治
一
一
年
八
月
二
日
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に
琉
球
藩
庁
側
と
小
栗
側
と
の
間
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
応
接
に
関
す
る
文
書
類
及
び
第
二
回
応
接
（
明
治
一
一
年
八
月
二
二
日
）
の
開
催

に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
第
二
回
応
接
の
概
要
か
ら
な
る
。
第
三
に
、【
Ｃ
１
①
】（
明
治
一
一
年
九
月
一
四
日
付
）
を
綴
の
扉
と
す
る
第
二
回

応
接
に
関
す
る
文
書
類
（
Ｃ
群
）
で
あ
る
。
本
【
翻
刻
】
で
は
、
便
宜
上
そ
れ
ぞ
れ
を
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
群
と
し
て
、
文
書
の
並
び
順
に
従
い
、

先
頭
か
ら
「
史
料
番
号
」
を
付
し
、
巻
末
に
「
史
料
名
称
」
と
合
わ
せ
て
一
覧
表
を
掲
載
し
た
。
な
お
、
翻
刻
本
文
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、

掲
載
に
あ
た
り
Ａ
・
Ｂ
群
を
前
半
、
Ｃ
群
を
後
半
に
分
け
た
。

　

Ａ
群
で
は
、
特
に
【
Ａ
７
】
に
、
琉
球
に
派
遣
さ
れ
た
小
栗
が
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
琉
球
藩
庁
宛
の
提
出
を
念
頭
に
作
成
し
た

文
書
で
あ
り
、
小
栗
の
琉
球
派
遣
の
前
段
階
に
あ
っ
た
東
本
願
寺
側
と
琉
球
藩
庁
と
の
交
渉
、
琉
球
仏
教
史
及
び
教
学
的
側
面
か
ら
見
た
琉

球
布
教
へ
の
小
栗
の
認
識
の
あ
り
方
が
綴
ら
れ
て
い
て
読
み
応
え
が
あ
る
。
Ｂ
群
で
は
、
明
治
一
一
年
八
月
二
日
の
第
一
回
目
の
東
本
願
寺

側
と
琉
球
藩
庁
側
と
の
応
接
内
容
を
記
録
し
た
【
Ｂ
８
②
】【
Ｂ
８
③
】
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
他
、
Ｂ
群
で
は
、
こ
の
第
一
回
応
接
時
の

論
議
を
め
ぐ
り
、小
栗
が
琉
球
藩
庁
に
真
宗
門
徒
処
罰
の
開
始
時
期
と
法
的
根
拠
に
関
す
る
回
答
を
求
め
た
照
会
文
書
【
Ｂ
９
①
】【
Ｂ
10
③
】

【
Ｂ
11
①
】
と
、そ
れ
に
対
す
る
琉
球
藩
庁
側
の
回
答
文
書
【
Ｂ
９
③
】【
Ｂ

10
①
】【
Ｂ
14
②
】
と
、
小
栗
の
藩
庁
に
対
す
る
反
論
の
論
点
を
一
三
条

に
亘
っ
て
箇
条
書
き
し
た【
Ｂ
14
③
】「
弁
駁
」が
重
要
で
あ
る
。
ま
た【
Ｂ

15
②
】
で
は
、
内
務
省
出
張
所
長
の
木
梨
精
一
郎
が
小
栗
を
呼
び
出
し
、

「
信
徒
処
分
」
に
つ
い
て
藩
王
を
「
糾
明
」
す
る
「
特
権
」
を
明
治
政
府

か
ら
「
附
与
」
さ
れ
た
こ
と
と
藩
庁
と
の
交
渉
に
向
け
て
の
段
取
り
を
伝

え
、
再
度
の
藩
庁
と
の
対
弁
設
定
の
た
め
の
願
書
提
出
を
促
し
て
い
る
。

本
文
書
か
ら
は
、
内
務
省
側
と
東
本
願
寺
側
の
関
係
が
露
見
し
て
い
る
。

そ
し
て
、Ｃ
群
で
は
、【
Ｃ
１
②
】
の
「
廿
二
日
対
弁
記
」
が
重
要
で
あ
る
。

「廿二日対弁記」
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特
に
、
原
上
警
部
か
ら
藩
庁
側
が
行
っ
た
真
宗
門
徒
の
処
罰
が
、
明
治
九
年
五
月
の
明
治
政
府
か
ら
の
達
書
に
背
い
た
「
私
擅
処
分
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
追
求
さ
れ
、
藩
庁
側
が
非
を
認
め
た
こ
と
。
ま
た
、
後
日
（
八
月
二
七
日
）
に
、
木
梨
が
小
栗
に
対
し
て
、
こ
の
度
の
応
接
が
、「
両

属
ノ
名
義
ヲ
消
滅
シ
、
藩
王
ヲ
改
メ
知
事
ト
致
ス
コ
ト
モ
遠
キ
ニ
非
サ
ル
ヘ
シ
」
と
、
中
国
（
清
）
と
の
関
係
を
断
絶
さ
せ
、「
琉
球
処
分
」

（
廃
琉
置
県
）
断
行
の
好
材
料
と
な
る
と
喜
ぶ
様
子
も
う
か
が
え
る
。
合
わ
せ
て
、【
Ｃ
２
①
】【
Ｃ
８
】【
Ｃ
10
】
か
ら
は
、藩
庁
の
文
書
中
で
、

田
原
等
の
布
教
活
動
を
「
陰
謀
」
と
表
記
し
た
こ
と
を
め
ぐ
り
、「
誹
謗
」
だ
と
反
論
す
る
田
原
と
自
見
が
、
琉
球
藩
王
尚
泰
を
被
告
と
す

る
訴
状
を
作
成
し
、
内
務
省
出
張
所
へ
提
出
を
試
み
た
一
件
（
詳
し
く
は
、
注
②
掲
載
の
知
名
論
文
を
参
照
）
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
類
か
ら
は
、
小
栗
等
東
本
願
寺
側
と
木
梨
所
長
と
の
間
に
特
別
な
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
は
、
真
宗
門
徒
を
処
罰
し
た
琉
球
藩
庁
側
、
小
栗
憲
一
を
そ
の
法
難
事
件
解
決
の
交
渉

役
に
派
遣
し
た
東
本
願
寺
側
、
そ
し
て
そ
れ
ら
両
者
の
交
渉
（
応
接
）
の
仲
介
役
と
し
て
介
在
し
た
内
務
省
出
張
所
の
木
梨
所
長
等
官
員
の

役
割
と
目
論
見
や
思
惑
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
史
料
群
で
あ
る
。　

　
〔
附
記
〕
本
「
往
復
書
並
応
接
記
綴
込
」
の
調
査
に
際
し
ま
し
て
は
、
真
宗
大
谷
派
鹿
児
島
別
院
輪
番
隈
部
悟
氏
の
御
理
解
と
多
大
な
る

御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
、
史
料
公
開
に
も
快
諾
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
紙
幅

の
都
合
上
、
史
料
を
前
・
後
半
に
分
け
る
こ
と
と
し
、
本
誌
第
三
八
号
に
は
、
前
半
（
史
料
Ａ
・
Ｂ
群
）
を
掲
載
し
た
。
後
半
（
史
料
Ｃ
群
）

と
注
は
、
本
誌
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
本
翻
刻
は
、JP18K

00088

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※
編
集
委
員
会
注　

本
稿
は
要
旨
で
あ
る
。
翻
刻
の
全
文
は
大
谷
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
（https://otani.repo.nii.ac.jp

）
に
掲
載
。      

①
先
行
研
究
と
し
て
、菊
山
正
明
「
琉
球
処
分
に
お
け
る
裁
判
権
接
収
問
題
と
真
宗
法
難
事
件
」（
琉
球
大
学
教
育
学
部
『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要　

第
一
部
』

第
二
七
巻
（
一
九
八
四
年
）。
そ
の
後
、菊
山
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』
御
茶
の
水
書
房
、平
成
五
年
）
所
収
。
山
口
輝
臣
「「
信
教
自
由
」
と
「
国

禁
」
―
琉
球
藩
・
浄
土
真
宗
・
内
務
省
―
」（
鳥
海
靖
等
編
『
日
本
立
憲
政
治
の
形
成
と
変
質
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
川
邉
雄
大
「
明
治
期
琉
球
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に
お
け
る
真
宗
法
難
事
件
に
関
す
る
一
考
察
―
善
教
寺
資
料
を
中
心
に
」（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
五
年
）、

知
名
定
寛
「
琉
球
に
お
け
る
第
三
次
真
宗
弾
圧
事
件
と
「
琉
球
藩
王
尚
泰
訴
状
」
に
つ
い
て
」（『
神
女
大
史
学
』
第
三
六
号
、二
〇
一
九
年
）、福
島
栄
寿
「
明

治
初
年
琉
球
の
真
宗
布
教
―
「
真
宗
法
難
事
件
」
と
廃
琉
置
県
（
琉
球
処
分
）
―
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
六
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

②
「
琉
球
日
記
」・「
琉
球
応
接
綴
込
」・「
琉
球
出
張　

対
辨
筆
記　

秘
密
実
録
」
等
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
善
教
寺
蔵
で
、
川
邉
に
よ
る
翻
刻
が
、『
浄
土
真
宗

と
近
代
日
本
―
東
ア
ジ
ア
・
布
教
・
漢
学
―
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
・
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
 
史
料
⼀
覧

史
料

番
号

⾴
数

史
料
名
称

差
出

宛
先

年
⽉
⽇

⼨
法

（
㎝
）

縦

⼨
法

（
㎝
）

横
形
態

備
考

表
紙

琉
球
国
 
内
務
省
出
張
所
往
復
書
／
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
 
布
教
掛

27.2
19.3

Ａ
1

1ｰ4
琉
球
事
情
に
付
篠
原
宛
⼩
栗
筆
上
申
書

四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀

寺
務
所
⻑
少
教
正
篠
原
順
明

明
治
11年

7⽉
26⽇

26.5
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

原
本

Ａ
2

5
藩
庁
宛
⼩
栗
筆
⾯
会
願
書
（
甲
印
）

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

（
明
治
）
11年

7⽉
24⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩
・
松
美
堂

Ａ
3

6
⼩
栗
宛
藩
庁
筆
回
答
書
（
⼄
印
）

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

（
明
治
）
11年

7⽉
24⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩
・
松
美
堂

Ａ
4

7
藩
庁
宛
⼩
栗
筆
⾯
会
再
願
書
（
丙
印
）

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

（
明
治
）
11年

7⽉
25⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩
・
松
美
堂

Ａ
5

8ｰ9
⼩
栗
宛
藩
庁
再
回
答
書
（
丁
印
）

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

（
明
治
）
11年

7⽉
25⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩
・
松
美
堂

Ａ
6

9-10
藩
庁
宛
⼩
栗
筆
再
々
⾯
会
願
書
（
戊
印
）

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

（
明
治
）
11年

7⽉
26⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩
・
松
美
堂

Ａ
7

11ｰ26
⼩
栗
筆
琉
球
事
情

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

7⽉
23⽇

26.2
18.5

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
1①

26と
27

の
間

⼋
⽉
⼆
⽇
応
接
書
類
⼩
栗
上
申
に
付
篠
原
筆
添
書

執
事
篠
原
順
明

明
治
11年

9⽉
11⽇

18.5
21.5

⼀
紙

原
本

Ｂ
1②

27-28
⼋
⽉
⼆
⽇
応
接
書
類
上
申
に
付
篠
原
宛
⼩
栗
筆
復
命
書

四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀

執
事
少
教
正
篠
原
順
明

明
治
11年

9⽉
11⽇

26.3
18.6

本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
「
復
命
」
、
原
本

Ｂ
2

29-30
内
務
出
張
所
内
警
察
署
宛
三
島
・
⼩
栗
連
名
御
届
書

訓
導
三
島
秀
亮
・
権
⼤
講
義
⼩
栗

憲
⼀

内
務
出
張
所
内
警
察
署

（
明
治
）
11年

7⽉
20⽇

24.0
16.2

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩

「
御
届
」

Ｂ
3

31ｰ32
尚
泰
宛
⽥
原
等
教
導
許
可
依
頼
及
び
経
典
謹
呈
に
付
光
勝
筆
書
簡

⼤
教
正
⼤
⾕
光
勝

琉
球
藩
王
尚
泰

明
治
11年

26.9
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
4

33ｰ36
光
勝
宛
教
導
依
頼
に
付
琉
球
藩
庁
回
答
書

琉
球
藩
庁

真
宗
東
派
管
⻑
⼤
教
正
⼤
⾕
光
勝

明
治
11年

5⽉
6⽇

29.0
18.2

罫
紙
・
灰
線
8⾏

⼤
「
琉
球
藩
印
」
印
あ
り
、
原
本

Ｂ
5①

37ｰ38
尚
泰
宛
前
書
了
解
致
兼
儀
に
付
光
勝
筆
尋
問
願
書

⼤
教
正
⼤
⾕
光
勝

琉
球
藩
王
尚
泰

明
治
11年

6⽉
26.9

18.5
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
5②

39
藩
庁
宛
応
接
出
頭
に
付
⼩
栗
筆
第
⼀
号
照
会
願
書

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

明
治
11年

7⽉
24⽇

26.9
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
5③

40
湧
川
親
雲
上
宛
藩
庁
御
進
達
に
付
⼩
栗
筆
封
書
添
書

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

⾥
主
所
湧
川
親
雲
上

明
治
11年

7⽉
24⽇

26.9
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
5④

41-42
⼩
栗
宛
出
頭
照
会
に
付
藩
庁
第
⼀
号
回
答
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

7⽉
24⽇

27.4
19.6

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｂ
6①

43-44
藩
庁
宛
⾯
会
に
付
⼩
栗
筆
第
⼆
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

明
治
11年

7⽉
25⽇

27.0
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
6②

45-46
⼩
栗
宛
⾯
会
照
会
に
付
藩
庁
第
⼆
号
回
答
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

7⽉
25⽇

27.0
19.2

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｂ
7①

47ｰ48
藩
庁
宛
⾯
会
に
付
⼩
栗
筆
第
三
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

明
治
11年

7⽉
26⽇

26.8
18.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
7②

49-50
⼩
栗
宛
⾯
会
照
会
に
付
藩
庁
第
三
号
回
答
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

7⽉
26⽇

27.2
19.4

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｂ
8①

51ｰ52
湧
川
親
雲
上
宛
藩
庁
出
頭
に
付
⼩
栗
引
廻
願
書
及
び
⾸
⾥
客
屋
席
図

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

⾥
主
所
湧
川
親
雲
上

（
明
治
）
11年

8⽉
1

⽇
26.8

18.6
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
8②

53ｰ66
⼋
⽉
⼆
⽇
応
接
筆
記

秀
亮

（
明
治
）
11年

8⽉
2

⽇
26.2

18.6
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

「
応
接
筆
記
」
、
三
島
秀
亮
聴
記

Ｂ
8③

67ｰ76
藩
庁
応
接
記

（
明
治
11年

）
8⽉

2
⽇

26.2
18.6

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

「
藩
庁
応
接
記
」
、
⼩
栗
憲
⼀
筆
ヵ

1
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【要旨】真宗大谷派鹿児島別院蔵    琉球国内務省出張所往復書藩庁往復並応接記綴込

8

琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
・
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
 
史
料
⼀
覧

Ｂ
8④

77-78
⽥
原
・
井
上
・
⾃
⾒
宛
寄
留
⼈
説
教
に
付
藩
庁
回
答
書

琉
球
藩
庁

⽥
原
法
⽔
・
井
上
⽞
道
・
⾃
⾒
凌

雲
（
明
治
11年

）
5⽉

15⽇
26.7

18.6
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
8⑤

79-80
⾃
⾒
宛
説
教
開
筵
光
勝
書
簡
に
付
藩
庁
回
答
書

琉
球
藩

⾃
⾒
凌
雲

（
明
治
11年

）
4⽉

29⽇
26.7

18.6
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
9①

81ｰ84
藩
庁
宛
真
宗
信
向
⼈
⺠
処
分
等
に
付
⼩
栗
筆
第
四
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
2

⽇
26.7

18.6
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
9②

85-86
藩
庁
宛
第
四
号
照
会
に
付
⼩
栗
筆
督
促

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
4

⽇
26.7

18.6
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
9③

87ｰ92
⼩
栗
宛
第
四
号
照
会
に
付
藩
庁
回
答
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
4⽇

27.5
19.5

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
「
琉
球
藩
印
」
印
あ
り
、
原
本

Ｂ
9④

93-94
琉
球
国
違
令

（
琉
球
藩
庁
）

27.5
19.5

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
「
違
令
」
、
原
本

Ｂ
9⑤

93
（
貼
紙
）
⼩
栗
宛
違
令
に
付
藩
庁
添
書

15.2
5.8

⼀
紙

底
部
に
貼
紙
、
原
本

Ｂ
10①

95ｰ96
光
勝
宛
⼩
栗
等
出
張
尋
問
の
件
に
付
藩
庁
⼋
⽉
五
⽇
番
外
⼀
号
照
会

琉
球
藩
庁

真
宗
東
派
管
⻑
⼤
教
正
⼤
⾕
光
勝

（
明
治
11年

）
8⽉

5
⽇

27.5
19.5

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
琉
球
藩
庁
差
出
⼩
栗
宛
光
勝
へ
差
廻
依
頼
添
書
あ
り
、
原
本

Ｂ
10②

97ｰ98
藩
庁
宛
番
外
⼀
号
に
付
⼩
栗
筆
回
答

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
5

⽇
26.8

18.0
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
10③

99ｰ106
藩
庁
宛
第
四
号
藩
庁
回
答
に
付
⼩
栗
筆
第
五
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

明
治
11年

8⽉
5⽇

26.8
18.0

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
10④

107ｰ
108

藩
庁
宛
藩
王
⾒
舞
進
呈
に
付
⼋
⽉
五
⽇
番
外
⼆
号
及
び
進
物
⽬
録

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
5

⽇
26.8

18.0
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
11①

109ｰ
112

藩
庁
宛
⼋
⽉
四
⽇
回
答
書
⾯
に
付
⼩
栗
筆
第
六
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
6

⽇
26.8

18.0
東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
11②

113-
114

藩
庁
宛
第
五
・
六
号
照
会
に
付
⼩
栗
筆
第
七
号
照
会
督
促

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
9

⽇
26.3

18.8
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
11③

115-
116

⼩
栗
宛
第
七
号
⼩
栗
照
会
に
付
藩
庁
第
七
号
回
答

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

（
明
治
11年

）
8⽉

9
⽇

27.5
18.9

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｂ
12①

117-
118

藩
庁
宛
第
五
・
六
号
照
会
に
付
⼩
栗
筆
第
⼋
号
照
会
督
促

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
9

⽇
26.4

18.8
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
12②

119-
120

⼩
栗
宛
第
⼋
号
照
会
に
付
藩
庁
第
⼋
号
再
応
接
回
答

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
10⽇

27.3
19.5

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｂ
13①

121ｰ
122

藩
庁
宛
再
応
接
会
場
に
付
⼩
栗
筆
第
九
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

明
治
11年

8⽉
10⽇

26.7
18.3

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

10⾏
⼤

原
本

Ｂ
13②

121
（
貼
紙
）
第
九
号
照
会
に
付
藩
庁
回
答

琉
球
藩
庁

明
治
11年

8⽉
11⽇

15.7
17.5

⼀
紙

天
部
に
貼
紙
、
「
琉
球
藩
印
」
印
あ
り
、
原
本

Ｂ
14①

123-
124

藩
庁
宛
第
五
・
六
号
照
会
に
付
⼩
栗
筆
第
⼗
号
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
18⽇

26.7
18.3

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

Ｂ
14②

125ｰ
130

⼩
栗
宛
第
五
・
六
号
照
会
に
付
藩
庁
⼋
⽉
⼗
九
⽇
付
回
答

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
19⽇

27.0
18.6

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
「
琉
球
藩
印
」
印
あ
り
、
原
本

Ｂ
14③

131ｰ
141

藩
庁
回
答
に
付
⼩
栗
弁
駁

26.2
18.2

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

「
弁
駁
」

Ｂ
15①

142ｰ
143

藩
庁
宛
⼋
⽉
⼗
九
⽇
付
藩
庁
回
答
に
付
⼩
栗
筆
応
接
照
会

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
20⽇

26.2
18.2

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
15②

144ｰ
146

⼋
⽉
廿
⽇
⽊
梨
寓
所
に
て
⼝
達
⼀
件

（
明
治
11年

）
8⽉

20⽇
26.2

18.2
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
15③

146ｰ
151

⽊
梨
宛
⼩
栗
筆
藩
庁
対
弁
の
儀
に
付
願
及
び
質
問
状

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

内
務
省
御
出
張
所
⻑
内
務
少
書
記

官
⽊
梨
精
⼀
郎

（
明
治
）
11年

8⽉
20⽇

26.2
18.2

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

「
藩
庁
対
弁
ノ
儀
ニ
付
願
」

Ｂ
15④

152-
153

⽊
梨
宛
藩
庁
へ
往
復
書
類
の
儀
別
冊
御
届

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

内
務
省
御
出
張
所
⻑
少
書
記
官
⽊

梨
精
⼀
郎

（
明
治
）
11年

8⽉
20⽇

23.5
16.7

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩

「
藩
庁
へ
往
復
書
類
ノ
儀
御
届
」
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9

琉
球
国
内
務
省
出
張
所
往
復
書
・
藩
庁
往
復
並
応
接
記
綴
込
 
史
料
⼀
覧

Ｂ
16①

154ｰ
157

第
⼆
回
対
弁
出
頭
に
付
⼋
⽉
廿
⼀
・
廿
⼆
⽇
⼩
栗
報
告

26.2
18.2

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

Ｂ
16②

158-
159

⼩
栗
宛
第
⼆
回
対
弁
出
頭
に
付
内
務
省
出
張
所
出
頭
命
令

内
務
省
出
張
所

権
⼤
講
議
⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
21⽇

27.0
19.2

罫
紙
・
⾚
線
13⾏

⼤
「
在
琉
球
内
務
省
出
張
所
」
印
あ
り
、
原
本

Ｂ
16③

160-
161

第
⼆
回
対
弁
席
図
①

27.7
19.2

⼀
紙

⼩
栗
憲
⼀
筆
ヵ

Ｂ
16④

162-
163

第
⼆
回
対
弁
席
図
②

27.7
19.2

⼀
紙

⼩
栗
憲
⼀
筆
ヵ

Ｃ
1①

164-
165

執
事
篠
原
宛
第
⼆
回
対
弁
筆
記
等
に
付
上
申
書

四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀

執
事
少
教
正
篠
原
順
明

（
明
治
）
11年

9⽉
14⽇

26.5
18.8

本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
「
四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀
」
印
あ
り
、
原
本

Ｃ
1②

166ｰ
201

廿
⼆
⽇
対
弁
記

四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀
記
・
四
等
承

事
三
島
秀
亮
写

26.6
18.5

本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
「
廿
⼆
⽇
対
弁
記
」

Ｃ
2①

201と
202の

⼩
栗
宛
⼋
⽉
⼗
九
⽇
回
答
中
⽂
⾔
に
付
⼭
城
筆
書
簡

⼭
城
筑
登
之

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
28⽇

16.4
48.0

⼀
紙

原
本

Ｃ
2②

202-
203

⼩
栗
宛
⼋
⽉
⼗
九
⽇
回
答
中
⽂
⾔
に
付
藩
庁
上
申
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
26⽇

27.0
19.0

罫
紙
・
灰
線
13⾏

⼤
原
本

Ｃ
2③

204ｰ
205

⼩
栗
宛
第
⼆
回
応
接
約
諾
に
付
藩
庁
通
知
書

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
24⽇

30.5
19.0

罫
紙
・
灰
線
8⾏

⼤
原
本

Ｃ
3①

206ｰ
207

⼤
教
正
へ
返
礼
進
呈
に
付
⼩
栗
宛
藩
庁
書
簡
及
び
「
⽬
録
」

琉
球
藩
庁

⼩
栗
憲
⼀

明
治
11年

8⽉
25⽇

30.5
19.0

罫
紙
・
灰
線
8⾏

⼤
書
簡
に
「
琉
球
藩
印
」
印
あ
り
、
原
本
。
「
⽬
録
」

控
：
縦
14.8×

横
10.0（

⼀
紙
）
、
天
部
に
貼
紙

Ｃ
3②

208-
209

藩
庁
宛
⼤
教
正
へ
返
礼
進
呈
品
拝
領
に
付
⼩
栗
礼
状

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

琉
球
藩
庁

（
明
治
）
11年

8⽉
26⽇

26.5
18.4

本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤

Ｃ
4①

210ｰ
211

⽊
梨
宛
⼩
栗
筆
昨
廿
⼆
⽇
藩
庁
委
員
と
対
弁
の
儀
に
付
伺

権
⼤
講
義
⼩
栗
憲
⼀

内
務
省
御
出
張
所
⻑
内
務
少
書
記

官
⽊
梨
精
⼀
郎

明
治
11年

8⽉
23⽇

26.7
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

「
昨
廿
⼆
⽇
藩
庁
委
員
ト
対
弁
ノ
儀
ニ
付
伺
」
、
原
本

Ｃ
4②

212-
213

対
弁
の
儀
伺
に
付
内
務
省
出
張
所
回
答
書

在
琉
球
藩
内
務
省
出
張
所

明
治
11年

8⽉
29⽇

27.4
18.2

内
務
省
罫
紙
・
⾚
線
13⾏

⼤
「
在
琉
球
内
務
省
出
張
所
」
印
あ
り
、
原
本

Ｃ
5

214-
215

光
勝
宛
⼩
栗
琉
球
派
遣
縷
々
縷
々
照
会
に
付
⽊
梨
筆
回
答

内
務
少
書
記
官
⽊
梨
精
⼀
郎

⼤
教
正
⼤
⾕
光
勝

明
治
11年

8⽉
29⽇

23.1
15.6

本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼩

Ｃ
6

216-
217

内
務
出
張
所
官
員
⼀
覧

26.0
18.4

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

「
内
務
出
張
所
官
員
」

Ｃ
7①

218ｰ
219

篠
原
宛
条
約
案
並
対
弁
案
の
儀
に
付
⼩
栗
筆
上
申
書

四
級
出
仕
⼩
栗
憲
⼀

執
事
篠
原
順
明

明
治
11年

8⽉
12⽇

24.0
16.1

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩

「
条
約
案
並
対
弁
案
之
儀
ニ
付
上
申
」
、
原
本

Ｃ
7②

220ｰ
223

条
約
案

23.6
16.2

罫
紙
・
⻘
線
10⾏

⼩
・
普

通
⽤
箋

「
条
約
案
」

Ｃ
7③

224ｰ
229

対
弁
案

23.8
16.3

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼩

「
対
弁
案
」

230-
235

26.5
18.5

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

墨
無
し

Ｃ
8

236ｰ
239

⽊
梨
宛
⾃
⾒
・
⽥
原
筆
無
実
之
誹
謗
を
受
候
儀
に
付
訴
状

⾃
⾒
凌
雲
・
⽥
原
法
⽔

内
務
省
御
出
張
所
⻑
内
務
少
書
記

官
⽊
梨
精
⼀
郎

明
治
11年

8⽉
20⽇

23.5
16.5

罫
紙
・
⻘
線
10⾏

⼩
・
普

通
⽤
箋

「
無
実
之
誹
謗
ヲ
受
候
儀
ニ
付
訴
」
、
原
本

Ｃ
9

240ｰ
241

⽊
梨
宛
⼩
栗
筆
警
視
署
へ
薬
品
献
納
願

⼤
分
県
⼠
族
⼩
栗
憲
⼀

内
務
出
張
所
⻑
⽊
梨
少
書
記
官

明
治
11年

8⽉
7⽇

26.6
18.8

東
派
本
願
寺
罫
紙
・
⻘
線

13⾏
⼤

「
警
視
署
へ
薬
品
献
納
願
」
、
原
本

Ｃ
10

242-
243

⽊
梨
宛
⾃
⾒
・
⽥
原
筆
訴
状
取
下
願

⼤
分
県
平
⺠
教
導
職
試
補
⾃
⾒
凌

雲
・
同
権
少
講
義
⽥
原
法
⽔

内
務
省
御
出
張
所
⻑
内
務
少
書
記

官
⽊
梨
精
⼀
郎

（
明
治
）
11年

8⽉
29⽇

26.3
18.8

罫
紙
・
⻘
線
13⾏

⼤
・
普

通
⽤
箋

【
表
の
見
方
】
史
料
番
号
：
史
料
の
並
び
は
本
「
綴
込
」
の
通
り
と
し
た
。
番
号
は
、
史
料
内
容
を
手
が
か
り
に
Ａ
群
・
Ｂ
群
・
Ｃ
群
に
分
類
し
、
さ
ら
に
各
群
の
史
料
を
内
容
に
応
じ
て
分
類
し
番
号
を
付
し
た
。
頁
数
：
1

～
1
6
5
頁
ま
で
は
整
頓
時
の
記
入
と
推
測
さ
れ
る
史
料
天
部
の
頁
数
。
1
6
6
頁
以
降
は
天
部
に
頁
数
の
記
入
が
な
い
た
め
、
本
「
綴
込
」
の
並
び
の
通
り
と
し
た
。
史
料
名
称
：
内
題
を
活
か
し
史
料
内
容
及
び
宛
先
・
差
出
が
判

る
よ
う
に
付
し
た
。
差
出
・
宛
先
：
敬
称
略
。
無
記
名
で
名
前
が
推
測
さ
れ
る
場
合
（
　
）
で
記
し
た
。
寸
法
：
単
位
は
c
m
。
備
考
：
史
料
内
題
を
「
　
」
で
記
し
、
原
本
史
料
は
原
本
と
記
し
た
。
琉
球
藩
庁
及
び
内
務
省
出

張
所
関
係
の
印
は
、
「
　
」
印
あ
り
、
と
記
し
た
。
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